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民間における福利厚生の動向
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２００９年７月９日
於：総務省

明治安田生活福祉研究所 河本淳孝

「福利厚生施策に関する研究会」（第２回）資料
資料１
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Ⅰ 環境変化

１ 人口減少、人口構造変化

（１）福利厚生の充実が期待できる環境

（２）事業主の福利厚生費負担余力が低下

（３）従業員の自助努力生活保障の負担余力が低下

（４）女性、若年層に望まれる福利厚生が注目

3



（１）福利厚生の充実が期待できる環境

・少子高齢化の進行に伴い、現役人口が減少
↓

・労働供給量の先細り

↓
・労働市場は、売手市場が常態化（求人倍率上昇）

↓
・福利厚生を含む処遇充実が実現し易い環境

4



人口推計（総数）
国立社会保障人口問題研究所 平成１９年１２月推計 出生中位／死亡中位
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環境変化
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人口推計（年齢階層別構成比）
国立社会保障人口問題研究所 平成１８年１２月推計 出生中位／死亡中位

７５２万人
（８．４％）

３６４６万人
（４０．５％）

４５９６万人
（5１.1％）

１７５９万人
（１３．８％）

２５７６万人
（２０．２％）

８４４２万人
（６６．１％）

環境変化
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労働力構成の変化

2003年 2025年
減少数

総数(万人) 6666 6300 366
構成比(%) 減少率

15～29歳 21.6 17.1 -20.8
30～59歳 64.3 63.2 -1.7
60歳以上 14.1 19.7 39.7

100 100

労働力人口の減少と変質….若年層の2割減少、高齢層の4割増

厚生労働省職業安定局推計（2002）

環境変化
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新規学卒者の有効求人倍率（民間）

8

従1000人
未満企業

従1000人
以上企業

04年3月卒 1.07 1.27 2.55 0.50
05年3月卒 1.11 1.30 2.53 0.56
06年3月卒 1.30 1.46 2.77 0.68
07年3月卒 1.42 1.63 3.42 0.75
08年3月卒 1.53 1.81 4.22 0.77

大卒
中卒 高卒

中卒・高卒は厚生労働省、大卒はリクルート・ワークス研究所



年齢別 有効求人倍率（新卒除く）
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02年 ０３年 ０４年 ０５年

1月 ７月 1月 ７月 1月 ７月 1月 ７月

年齢計 0.51 0.54 0.59 0.63 0.77 0.84 0.91 0.97

24歳以下 0.91 0.82 1.13 0.96 1.45 1.28 1.65 1.41

25～34歳 0.58 0.56 0.7 0.65 0.89 0.82 0.94 0.82

35～44歳 0.8 0.75 0.9 0.83 1.11 1.02 1.2 1.07

45～54歳 0.35 0.31 0.38 0.38 0.52 0.52 0.72 0.71

55歳以上 0.21 0.18 0.21 0.2 0.29 0.29 0.49 0.5

うち55～59歳 0.22 0.17 0.19 0.19 0.25 0.26 0.39 0.39

うち60～64歳 0.14 0.13 0.16 0.15 0.23 0.22 0.4 0.4

厚生労働省職業安定局



Ⅰ 環境変化

１ 人口減少、人口構造変化

（１）福利厚生の充実が期待できる環境

（２）事業主の福利厚生費負担余力が低下

（３）従業員の自助努力生活保障の負担余力が低下

（４）女性、若年層に望まれる福利厚生が注目
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（２）事業主の福利厚生費負担余力が低下

・高齢者人口の増加、現役人口の減少
↓

・社会保障給付の増加、社会保障財政の逼迫

↓
・社会保障事業主負担の増大（保険料率の上昇）

↓
・福利厚生の費用負担余力が低下

11



年齢階層別 医療費（外来/入院）

12出所）社会保障審議会医療保険部会第13回（2005年３月４日）資料



社会保障給付の予測

13

＊「年金改正後」は、２００４年改正を反映した数値

出所）社会保障審議会医療保険部会第13回（2005年３月４日）資料



厚生年金保険料の上昇（2025まで）

14
厚生労働省資料より
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法定外福利

法定福利
← 調査値

（２００４年度まで）

推計値 →

日本経団連 『福利厚生費調査』より作成（ニッセイ基礎研究所との共同研究）

法定、法定外福利厚生費の推移と予測（対現金給与比）

環境変化
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社会保障雇用主負担の増加額（推計）

16

2006 2025 負担増

法定福利費の対賃金比率 12.8% 19.3% 6.5%

雇用主負担 20.9兆円 31.5兆円 10.6兆円

＊前頁の共同研究（西久保教授・ニッセイ基礎研）および法人企業統計調査に基づ
いて、明治安田生活福祉研究所が推計

＊厚生年金保険、健康・介護保険、雇用・労災保険等の合計。標準報酬上減額等は
変わらないものと仮定



法定福利費増加と人件費削減
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Ⅰ 環境変化

１ 人口減少、人口構造変化

（１）福利厚生の充実が期待できる環境

（２）事業主の福利厚生費負担余力が低下

（３）従業員の自助努力生活保障の負担余力が低下

（４）女性、若年層に望まれる福利厚生が注目
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（３）従業員の自助努力の負担余力が低下

・高齢者人口の増加、現役人口の減少
↓

・2020年代には、現役２人で高齢者１人を扶養

↓
・個人の社会保険料負担の増大（保険料率の上昇）

↓
・自助努力の費用負担余力が低下

19



現役何人で高齢者１人を扶養するか
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年金保険料の段階的引き上げ 04～17年度

21

厚生年金

給料の13.58％
（労使折半。ボーナスも含む）

毎年 ＋０．３５４％
13年かけて

給料の18.30％
（労使折半。ボーナスも含む）

国民年金

13,300円／月 16,900円／月
毎年 ＋280円

12年かけて

労使合計

保険料率

労働者の負担保険料（年額）

年収500万円 年収700万円 年収1000万円

2004年改正前 13.580 ％ 34.0万円 47.5万円 67.9万円

2010年度 16.058 ％ 40.1万円 56.2万円 80.3万円

2017年度（最終） 18.300 ％ 45.8万円 64.1万円 91.5万円

厚生労働省資料より



Ⅰ 環境変化

１ 人口減少、人口構造変化

（１）福利厚生の充実が期待できる環境

（２）事業主の福利厚生費負担余力が低下

（３）従業員の自助努力生活保障の負担余力が低下

（４）女性、若年層に望まれる福利厚生が注目
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（４）女性、若年層の福利厚生に注目

・人口減少社会、労働力の供給不足
↓

・未就労の女性労働力への期待（社会保障財政も）

↓
・女性労働力増大策と少子化対策の並進

↓
・両立支援、ワークライフバランス施策

23



次世代育成にかかる法令（00年以降）

24

法令 事業主対応にかかる条文

労働基準法
産前産後休業その他の母性保護措置（第64条の2、第64
条の3、第65条、第66条、第67条関係）

雇用保険法 育児休業給付(第61条の4～第61条の6)

雇用の分野における
男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
（第9条）
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（第12条、第
13条）

育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律

関係者の責務（第4条）
育児休業（第5条～第10条）
子の看護休暇（第16条の2～第16条の4）
時間外労働の制限（第17条、第18条）
深夜業の制限（第19条、第20条）
事業主が講ずべき措置（第21条～第29条）

次世代育成支援
対策推進法

基本理念（第3条）
事業主の責務（第5条）
一般事業主行動計画の策定等（第12条）

健康保険法 育児休業期間中の保険料の徴収の特例（第159条）

厚生年金保険法 育児休業期間中の保険料の徴収の特例（第81条の2）

児童手当法
児童手当に要する費用の負担（第18条）
拠出金の徴収及び納付義務（第20条）

出典：企業福祉・共済総合研究所および明治安田生活福祉研究所が作成



次世代育成支援に取り組む理由

25

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「仕事と家庭の両立支援
にかかわる調査」（管理職調査、複数回答、単位：％）



Ⅰ 環境変化

２ 国際競争力の激化

・新興工業国の競争力向上
↓

・欧州各国の競争力回復（主に90年代）
↓

・わが国の競争力改善努力（01－07年）
↓

・終わりの見えない競争

26



労働生産性上昇率の国際順位（00-06年）
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日本生産性本部発表
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主要先７カ国の実質労働生産性上昇率
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日本生産性本部発表
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ＯＥＣＤ加盟30国の労働生産性（07年）
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日本生産性本部発表
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Ｇ７各国の労働分配率の変化（90年代）
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◇ 労働分配率と労働生産性（ OECD７カ国の90年代10年間の年平均伸び率）
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日本 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス イタリア

（％） 労働分配率の変化 労働生産性（１人当たりGDP）の変化

出典：OECD “National Accounts 2006 vol.1, vol.2”(2006)、 UN “National Accounts 2004”(2006)および内閣府
「平成18年版国民経済計算年報」（2006）。1人当たりGDPの変化は、各国通貨表示のGDPをベースに計算。

労働分配率＝

人件費（賃金＋福利厚生）

付加価値

労働生産性＝

付加価値

労働力数



わが国の競争力改善努力
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◇ 99年度以降の労働分配率下降と労働生産性上昇
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出典：

総務省「労働力調査」

ならびに財務省「法人企

業統計調査」を基に計算

労働分配率＝

賃金＋福利厚生費

付加価値

労働生産性＝

付加価値

賃金＋福利厚生費



正規社員数と非正規比率 84-06年度
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（注）非正規社員＝パート・アルバイト労働者＋派遣社員＋契約社員＋嘱託その他社員。正規社員＝非正規社員以外
の常用雇用者（役員除く）。非正規比率＝非正規社員数／（正規社員数＋非正規社員数）
出典：総務省「労働力調査」



正規・非正規雇用者の増減 97年と06年

33

1997 2006 増減
15歳以上人口 10,661 11,020 359

非労働力人口等 3,893 4,363 470
労働力人口 6,768 6,657 ▲ 111

完全失業者 230 275 45
就業者 6,557 6,382 ▲ 175

非雇用就業者等 1,208 989 ▲ 219
役員 386 391 5
雇用者 4,963 5,002 39

正規雇用者 3,812 3,340 ▲ 472

非正規雇用者 1,152 1,663 511

出典：総務省「労働力調査」



広範囲にわたった大規模企業層での人件費抑制
２００２年調査時点

（複数回答、単位：％）
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非正規社員
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実績給や
年俸制の

導入

企業年金
の見直し

福利厚生
施設の閉鎖・
縮小・売却

出向・転籍
の増加

福利厚生
制度の見直し・

水準低下

早期退職
制の導入

希望退職
者の募集・
一時解雇

全体(N:2,014)

300人以上(N:115)

人件費抑制のための対応策（企業調査）

『企業の福利厚生制度に関する調査（２００３）』

現状と変化

34



わが国の国際競争力の推移

35

年度
日本の順位

（ＯＥＣＤ30カ国中）
2000 3位
2001 4位
2002 6位
2003 9位
2004 12位
2005 15位
2006 18位

◇ それでも下げ止まらない労働生産性（1人当たりGDP)の国際順位

社会経済生産性本部発表（2005）

・日本は、先進７カ国中最下位

（製造業は２位）

労働生産性とは

付加価値（利益）

労働者数

出典：OECD Annual National Account Database
および経済社会総合研究所推計



Ⅰ 環境変化

３ 企業会計における時価主義の浸透

・国際会計基準（時価主義）の批准
↓

・企業年金資産の時価評価導入（01年３月）
↓

・積立不足の開示義務、引当金計上の義務化
↓

・90年代前半の株式含み損を埋める費用の増加

36



Ⅱ 福利厚生費の推移

１ 付加価値分配状況
２ 福利厚生費の推移（per capita、gross)
３ 法定外福利費の動向
４ 福利厚生格差
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Ⅱ 福利厚生費の推移

１ 付加価値分配状況
２ 福利厚生費の推移（per capita、gross)
３ 法定外福利費の動向
４ 福利厚生格差
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企業の付加価値分配状況 06年度

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売上高 1566.4 

 
売上原価 1219.6 
原材料費 
買入・仕入費 
外注費 

 

諸経費 12.3 

付加価値 334.7 

 
 
 
 

201.4 
 

労働分配率
（60.2％） 

労働者 
への分配 

総人件費 201.4 
賃金 
福利厚生費 

法定福利費 
法定外福利費 
退職費用 

 
 

133.3 
 

資本分配率
（39.8％） 

資本等 
への分配 

設備投資・原価償却 43.9 
賃借料・支払利息 37.2 
配当金 16.2 
法人税・租税公課 33.4 
内部留保 11.9 

その他 その他収支▲9.3 

 

 

出典：財務省「法人企業統計調査」のデータに基づいて当研究所が作成



わが国の競争力改善努力（再掲）
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◇ 99年度以降の労働分配率下降と労働生産性上昇

149.9

154.4

151.7
152.4

158.5

160.8

157.6

166.2

140.0

145.0

150.0

155.0

160.0

165.0

170.0

99 00 01 02 03 04 05 06

年度

労働費用生産性

（％）

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

労働分配率

（％）

労働生産性 労働分配率

出典：

総務省「労働力調査」

ならびに財務省「法人企

業統計調査」を基に計算

労働分配率＝

賃金＋福利厚生費

付加価値

労働生産性＝

付加価値

賃金＋福利厚生費



Ⅱ 福利厚生費の推移

１ 付加価値分配状況
２ 福利厚生費の推移（per capita、gross)
３ 法定外福利費の動向
４ 福利厚生格差

41



福利厚生費の推移（per capita、gross)

42

【実数】 pc≒g
国民経済計算

（単位：％）
生保事業概況
（単位：億円）

保険

2001年度 -0.8 562,098 95,883 68,482 27,401 566 13,569 246,991 2,924,994
2002年度 1.1 558,494 96,755 68,552 28,203 867 13,190 249,254 2,894,831
2003年度 2.1 565,935 100,811 72,853 27,958 710 12,968 233,532 2,920,669
2004年度 2.0 578,054 102,372 74,106 28,266 666 12,749 231,295 3,079,843
2005年度 2.4 583,386 103,722 75,436 28,286 814 12,641 224,844 3,101,367
2006年度 2.5 587,658 104,787 76,437 28,350 928 12,527 230,512 3,346,807

【指数】 pc≒g

国民経済計算 生保事業概況

保険

2001年度 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002年度 101.1 99.4 100.9 100.1 102.9 153.2 97.2 100.9 99.0
2003年度 103.2 100.7 105.1 106.4 102.0 125.4 95.6 94.6 99.9
2004年度 105.3 102.8 106.8 108.2 103.2 117.7 94.0 93.6 105.3
2005年度 107.8 103.8 108.2 110.2 103.2 143.8 93.2 91.0 106.0
2006年度 110.5 104.5 109.3 111.6 103.5 164.0 92.3 93.3 114.4

per capita gross

per capita gross

実質ＧＤＰ
成長率

実質ＧＤＰ

団体保険
収入保険料

福利厚生費

日本経団連「１人１月当たり福利厚生費」

現金給与 福利厚生費
団体保険

収入保険料
福利費総額

法定 法定外

日本経団連「１人１月当たり福利厚生費」
（単位：円）

法定 法定外
福利厚生費現金給与 付加価値

付加価値

法人企業統計
（単位：億円）

法人企業統計

日本経団連「福利厚生費調査」、財務省「法人企業統計調査」、内閣府「国民経済計算92ＳＮＡ」、生命保険協会「生命
保険事業概況」



正規社員数と非正規比率 84-06年度（再掲）

43
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（注）非正規社員＝パート・アルバイト労働者＋派遣社員＋契約社員＋嘱託その他社員。正規社員＝非正規社員以外
の常用雇用者（役員除く）。非正規比率＝非正規社員数／（正規社員数＋非正規社員数）
出典：総務省「労働力調査」



Ⅱ 福利厚生費の推移

１ 付加価値分配状況
２ 福利厚生費の推移（per capita、gross)
３ 法定外福利費の動向
４ 福利厚生格差
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日本経団連 「福利厚生費調査2007年度」より作成

１人当たり福利厚生費（大企業）
現状と変化

45

金額（円） 対賃金（%） 構成比（%）
761,493

586,008 100.0

175,485 29.9

75,936 13.0 100.0

健康保険・介護保険 26,090 4.5 34.4

厚生年金保険 41,227 7.0 54.3

雇用保険・労災保険 7,902 1.3 10.4

児童手当拠出金 710 0.1 0.9

その他 7 0.0 0.0

27,998 4.8 100.0

住宅関連 13,473 2.3 48.1

医療・健康 2,942 0.5 10.5

ライフサポート 6,294 1.1 22.5

文化・体育・レク 2,223 0.4 7.9

共済会 287 0.0 1.0

慶弔関係 809 0.1 2.9

福利厚生代行サービス 355 0.1 1.3

その他 1,616 0.3 5.8

71,551 12.2 100.0

退職一時金 30,676 5.2 42.9

退職年金 40,875 7.0 57.2

１人当たり福利厚生費

法定外福利費

退職費用

現金給与総額

法定福利費

人件費総額

福利厚生費



１人当たり福利厚生費（企業規模間格差①）

46

１,０００人以上 427,514 116,557 52,813 13,670 1,197 44,685 2,259

３００～９９９人 390,662 87,081 47,601 8,745 1,243 25,655 1,635

１００～２９９人 319,650 63,052 39,114 6,496 727 14,306 991

　３０～　９９人 316,336 59,440 40,917 5,707 634 10,524 668

１,０００人以上 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

３００～９９９人 91.4 74.7 90.1 64.0 103.8 57.4 72.4

１００～２９９人 74.8 54.1 74.1 47.5 60.8 32.0 43.9

　３０～　９９人 74.0 51.0 77.5 41.7 53.0 23.6 29.6

法定
福利費

法定外
福利費

教育
訓練費

福利厚生
費等合計

現物給与
の費用

退職給付
等の費用

企業規模 賃金

出典：厚生労働省「就労条件総合調査」

◇ 06年度（単位：円）



１人当たり福利厚生費（企業規模間格差②）

47
出典：日本経団連 「福利厚生費調査」、厚生労働省「就労条件総合調査」

◇ 77－06年度（単位：円）

1人当たり福利厚生費（日本経団連「福利厚生費調査」）
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１人当たり福利厚生費（推移①）

48
出典：厚生労働省「就労条件総合調査」より作成

◇ 77－06年度（単位：円）
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１人当たり福利厚生費（推移②）内訳

49出典：厚生労働省「就労条件総合調査」より作成
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法定外福利費（推移）内訳
（1996年を１００とする指標値）

日本経団連 「福利厚生費調査2005年度」より作成
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現状と変化
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正規従業員向けに新設・拡充したい福利厚生制度
（生活保障関連に限定 企業調査）

『人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会 定量調査』 2007年

現状と変化

（複数回答, 単位：％）

Ｎ：1504

メンタルヘルス

医療保障系保険商品

疾病予防プログラム

長期就業不能時の所得補償保険

ライフプラン等に関する各種セミナー

資産形成商品

死亡保障系保険商品

その他

48.7

28.6

26.9

23.4

15.6

15.1

14.6

3.8

0 10 20 30 40 50 60
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今後の再構築の方向性①

 制度 廃止・縮小 制度 新設・拡充

社宅 8.6 人間ドックへの費用補助 20.6
独身寮 6.1 メンタルヘルス 17.6
住宅手当や家賃補助 5.6 生活習慣病検診の実施 17.4
職場旅行の開催・補助 4.8 住宅手当や家賃補助 17.2
慰労会の開催・補助 3.8 育児休暇・短時間勤務制度 16.8
お祝い金 3.1 リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 16.0
クラブ活動への費用補助 2.7 公的資格取得支援・通信教育への補助 14.4
財形貯蓄・社内預金 2.6 年１回以上の長期休暇制度 14.3
余暇施設の利用補助 2.2 財形貯蓄・社内預金 14.2
人間ドックへの費用補助 2.2 慰労会の開催・補助 12.4
死亡弔慰金、災害見舞金、病気見舞金 2.2 健康保険を上回る医療費の補助 11.6
食事代の補助・食券支給 1.9 職場旅行の開催・補助 11.5
社内運動会の開催・補助 1.3 お祝い金 11.4
持ち家取得のための融資制度 1.2 育児補助・ベビーシッター補助 10.5
死亡退職金制度 0.9 ライフプランニング 10.4
生活習慣病検診の実施 0.8 死亡退職金制度 10.4
健康保険を上回る医療費の補助 0.8 持ち家取得のための融資制度 10.3
長期障害所得補償 0.8 育児、介護期間中の所得保障・支援 10.2
共済会制度 0.8 マネープランニング講座 10.0
社内コンテストの開催・補助 0.7 死亡弔慰金、災害見舞金、病気見舞金 9.9

『人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会 定量調査』 2007年

現状と変化

長期障害所得補償 9.3％

52



今後の再構築の方向性②
 

新
設
・拡
充

廃止・縮小

（％）

新
設
・拡
充

廃止・縮小

（％）

新
設
・拡
充

廃止・縮小

（％）

『人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会 定量調査』 2007年

現状と変化

育児者のためのWeb掲示板 151.9
託児所（自社所有または借り上げ、提携施設） 72.7
育児補助・ベビーシッター補助（夜間保育所を含む） 58.3
育児、介護期間中の所得保障・支援 50.4
確定拠出型年金（日本型401(k)） 49.8
リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 44.6
メンタルヘルス（ストレスや悩みの相談など） 43.3
ライフプランニング（生活設計講座） 40.6
マネープランニング講座（資産管理・投資教育等） 39.5
退職準備教育制度 33.2
介護ヘルパー派遣（費用補助を含む） 31.9
年１回以上の長期休暇制度（ 27.4
育児休暇・短時間勤務制度 24.6
不妊治療費の補助制度 22.4
生活習慣病検診（成人病検診）の実施 22.2
育児休業中の会社・業務情報の提供 21.2
持ち家のための費用補助制度 18.8
公的資格取得支援・通信教育への補助 18.1
健康保険を上回る医療費の補助 16.4
遺族年金、遺児年金・遺児育英年金 13.6
死亡退職金制度 11.6
長期障害所得補償 10.7
民間保険の情報提供 10.7
従業員持株制度 10.4

新規導入・拡充率／廃止・縮小率　＞　１０．０
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住宅手当、家賃補助

健康診断（法定への上積み）

個人負担の人間ドックへの補助

生活習慣病検診（成人病検診）

メンタルヘルス

育児休暇

慶弔・災害見舞金

労災上乗せ補償

災害見舞金

財形貯蓄制度（住宅、一般）

従業員持株会

文化・体育・レクレーション活動支援

ライフプランニング（生活設計）講座

公的資格取得支援

通信教育支援

リフレッシュ・自己投資のための長期休暇

喫煙対策（分煙、禁煙支援）

セクハラ対策

カフェテリア・プラン

社内ＬＡＮ、インターネット活用による運営・管理

新規導入・拡充率

導
入
率

自己投資

健康関連

現状（導入）と今後（拡充）

再構築の方向性③

２００２年 福利厚生・退職給付総合調査
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独身寮（独身者専用：自社所有）

借上独身寮（個室借上を含む）

社宅（家族用：自社所有）

社内融資制度（社内預金による融資）

余暇施設（自社所有：保養所、運動施設）

社内融資制度（金融機関との提携ローン）

社内預金
個人年金など（従業員拠出）への補助

カフェテリア・プラン

託児所（自社所有または借り上げ）

廃止・縮小率

導
入
率

２００２年 福利厚生・退職給付総合調査

社内預金・融資

現状と変化
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再構築の方向性④

現状（導入）と今後（縮小）



大企業の社宅・独身寮
日経連「福利厚生費調査 付帯調査」より

• 充足率及び入居率
世帯用

保有戸数 充足率 入居戸数 入居率

総数 559 11.8 451 80.6

社有 407 7.7 276 67.8

借り上げ 284 5.9 271 95.4

単身者用

保有戸数 充足率 入居戸数 入居率

総数 622 12.8 480 77.2

社有 545 10.6 391 71.2

借り上げ 245 4.9 216 88.2

充足率：保有戸数÷在籍従業員数

入居率：入居者数÷保有戸数

現状と変化

56



老朽化への対応 87.4
耐震問題への対応 40.5
入居率の低下、空き部屋への対応 35.6

30.1防犯対策

入居者の不満解消 28.7
社有社宅の売却問題 26.0
入居者と非入居者との受益のバランス 23.0
入居期限を越えた社員への対応 21.6
近隣住民への対応 20.5
新卒採用等の拡大への対応 15.9
管理人の確保等 12.2
入居者との賃料以外の費用負担の問題 12.2
二重使用等のルールに関する対応 7.4
ＩＣＴ化への対応 3.9

社有社宅の管理課題
現状と変化
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日経連「福利厚
生費調査 付帯
調査」より



Ⅱ 福利厚生費の推移

１ 付加価値分配状況
２ 福利厚生費の推移（per capita、gross)
３ 法定外福利費の動向
４ 福利厚生格差

58



福利厚生格差（厚生年金）

59

◇ 図４ 厚生年金被保険者数および被保険者率の推移 89-04年度

（注）雇用者数は非農林雇用者で官公を除く。また、厚年被保険者数は坑内員、船員、旧３共済等を除く。
出典：社会保険庁「事業年報」、総務省「労働力調査」
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正規社員・非正規社員の福利厚生格差

60

自己啓発等支援
月払団体扱生命保険契約（職月）
任意加入医療保障（団体保険）
任意加入遺族保障（団体保険）

社有社宅・寮・代用社宅
健康・医療支援
遺族保障（団体保険）
公的医療上乗せ（高額療養費等）
退職一時金
退職年金
公的年金上乗せ（基金）

厚生年金保険（２階部分）
健康保険（傷病手当金）
雇用保険

国民年金保険（１階部分）
健康保険（共通部分）
労災保険

正規社員

期間の定めのない社員

非正規社員
外注化

パート、アルバイト、嘱託社員、契約社員、派遣社員

企業福祉
（２層）

自助努力
（３層）

社会保障
（１層）

自助努力
支援型

企業
負担型

被用者保険
部分

国民共通
部分

全員にフルメニューを提供

特定層に部分メニューを提供

出典：明治安田生活福祉研究所「福利厚生施策の新たな方向性」



正規社員・非正規社員の福利厚生格差

61

社宅
左記以外の

すべての制度
共済会積立
（補助あり）

左記以外

月給 100 130

フルタイム・契約社員 月給 77 95

短時間・契約社員 月給 70 86

フルタイム・派遣社員 時間給 75 91

フルタイム・パート社員（Ａ） 時間給 65 77

フルタイム・パート社員（Ｂ） 時間給 60 60

短時間・パート社員（Ａ） 時間給 55 55

短時間・パート社員（Ｂ） 時間給 90 120

非
正
規
社
員

法定内
（社会保険）

正規社員

賃金
退職金・年金

企業福祉

総人
件費

法定外

◇ 流通小売Ｎ社の事例

出典：明治安田生活福祉研究所「福利厚生施策の新たな方向性」



Ⅲ 福利厚生の課題と対応
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク

62



Ⅲ 福利厚生の動向
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク
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（法定外）福利厚生とは何か？ 目的は？

• 福利厚生とは何か？

使用者側：労働者への剰余分配の一形態、賃金の変形

労働者側：総報酬の一部、労働者の権利

• 福利厚生の目的は？

使用者側：生産性・能率向上（モラル維持、人材確
保・定着、傷病・労災予防、健康維持・増進…）

労働者側：生活支援（社会保障の上乗せ、健康維持・
増進、財産形成、共同廉価購買…）
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労働者の権利としての福利厚生

65

  賃金に関する事項  96.7  64.3  96.7  64.8  97.0  52.6  96.2  52.6
     基本給　　金額  94.5  50.1  95.4  42.1  93.1  34.2  87.5  31.2
   　賞与・一時金  96.1  58.6  95.2  53.5  95.2  41.2  92.7  40.2
   　退職給付　一時金  94.1  57.1  93.0  47.1  91.7  37.2  93.7  34.4
   　退職給付　年金  89.1  53.0  82.6  34.5  79.8  29.8  67.0  21.6
  労働時間・休暇に関する事項  97.1  71.3  95.9  71.6  97.0  64.8  96.8  59.5
　   労働時間　所定労働時間  96.5  67.9  95.9  64.2  96.9  57.7  96.4  50.0
　   労働時間　所定外労働時間  94.3  62.2  93.0  59.8  96.0  56.2  93.8  47.7
　   年次有給休暇  96.4  64.7  95.3  63.6  96.9  53.2  96.8  49.6
　   育児休業制度  96.3  61.8  95.1  54.6  96.8  46.5  94.6  41.0
　   介護休業制度  96.0  60.9  94.0  52.2  95.4  45.9  87.1  37.4
  福利厚生・安全衛生に関する事項  94.1  58.8  89.7  53.7  88.3  45.7  86.3  38.3
　   業務上災害の法定外補償  91.0  56.1  88.2  52.5  85.0  44.5  81.8  37.3
   　住宅管理制度  86.7  39.0  67.9  23.2  63.1  17.6  46.1  6.5
　   健康診断  95.1  61.5  92.7  46.3  91.4  43.9  87.6  35.4
　   健康情報の取扱い  77.4  32.7  73.1  20.2  65.0  24.0  49.2  9.0

 300～499人

何らかの
規定あり

何らかの
規定あり

何らかの
規定あり

何らかの
規定あり労働協約 労働協約 労働協約 労働協約

労働条件

5,000人以上 1,000～4,999人 500～999人

◇ （参考）労働条件と規定・労働協約の有無（2006）

出典：厚生労働省 平成18年度「労働協約等実態調査」



福利厚生制度の目的（02年）

２００２年 『福利厚生・退職給付総合調査』 企業福祉・共済総合研究所

54.3

50.0

38.2

38.0

33.8

27.9

20.0

17.9

17.4

15.2

9.7

5.7

56.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

従業員の長期定着性の維持・向上

勤労モラールの維持・向上

企業の社会的責任

労使関係の円滑化

職場での生産性の維持・向上

従業員の家庭生活安定で生産性を維持

優秀な新卒従業員の採用

会社に対する貢献へのインセンティブ

社会保障の補完

優秀な人材の中途採用

従業員の創造性の発揮・高揚

強い企業文化の形成

他社との横並びのため

現状と変化
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従業員の長期定着性の維持・向上

優秀な新卒従業員の採用
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福利厚生制度の目的（02年、企業規模別）
現状と変化
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福利厚生制度の目的（07年時点）
（複数回答, 単位：％）

Ｎ：1504

従業員の定着性の維持・向上

従業員の勤労モラールの維持・向上

職場での生産性の維持・向上

従業員への安心感の提供（セーフティーネット）

従業員の家庭生活の安定

人材の育成

会社に対する貢献へのインセンティブ

労使関係の円滑化

優秀な人材の中途採用

優秀な新卒従業員の採用

従業員同士の一体感の形成

社会保障制度に対する補完

従業員の資産形成の支援

会社への忠誠心（ロイヤルティ）の醸成

従業員の創造性の発揮・高揚

ＣＳＲ(企業の社会的責任)への対応

企業としてのリスク回避（賠償訴訟など）

その他

62.7
42.4

34.5
31.8

30.3
26.3

26.0

23.1
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21.5

15.7

14.4
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10.4

8.7

0.7
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『人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会 定量調査』 2007年

37.2

５位から３位へ

セーフティネット機能への関心

ワーク・ライフ・バランス
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労使のニーズの乖離
（今後、重点を置く／置いてもらいたい分野）

「人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会 定量調査（2007）」（上段）及び
「企業の福利厚生制度に関する調査（2003）」（下段）生命保険文化センター より作成
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39.0
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住 宅

健康・医療

育児・ 介護支援

慶弔・災害

財産形成

余暇・親睦

情報提供

自己啓発

仕事と生活の調和

生活保障

あてはまるものはない

企業調査
（2007年 n=1504）

企業調査
（2002年 n=2014）

ギャップの表出
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Ⅲ 福利厚生の動向
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク
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従業員のコミットメントの低下①

46.5

38.1 37.4

28.6
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５～２９人 ３０～９９人 １００～２９９人 ３００人以上

信頼感が持てる

信頼感が持てない

Ｑ．会社（勤務先）は信頼できるか？

『企業の福利厚生制度に関する調査（２００３）』

失われる経営的効果
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従業員のコミットメントの低下②

57.2

47.1 47.8

35.3
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親近感が持てる

親近感が持てない

Ｑ．会社（勤務先）に親近感をもてるか？

『企業の福利厚生制度に関する調査（２００３）』

失われる経営的効果
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従業員のコミットメントの低下③

43.4

28.9 27.5

18.7

23.0
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考えてくれていない

Ｑ．会社（勤務先）は自分や家族のことを考えてくれるか？

『企業の福利厚生制度に関する調査（２００３）』

失われる経営的効果
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背景にある福利厚生制度への不満

『企業の福利厚生制度に関する調査（２００３）』

会社への評価と満足－不満との相関係数
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満足：退職金・年金制度 不満：退職金・年金制度

失われる経営的効果
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希薄化する職場のコミュニケーション①
職場の人と行った昼食の就業形態別頻度別割合

46.7
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11.1
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0.0
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45.0

50.0

ほぼ毎日 週１～２回程度 月１～２回程度 ほとんどしない

正社員

パート・アルバイト

内閣府「国民生活選好度調査」(2007年)により特別集計
1年間に職場の人と行った昼食の頻度別割合を就業形態別に示したもの。
回答者は、雇用者1,645人

失われる経営的効果
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希薄化する職場のコミュニケーション②
職場の人と一緒に観光旅行をした雇用者の行動者率の推移
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17.6
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31.9
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29.4

32.3
33.5

20代

30代

40代

50代

総務省「社会生活基本調査」により特別集計。

20歳以上の者について、職場の人と一緒に観光旅行(国内又は海外)をした雇用者の行動者率(各年の当該年齢

の人口に占める行動者数の割合)を年齢層別に示したもの。

失われる経営的効果

76



職場レクはコミュニケーションの活性化に
効果があると思うか

77

出典：労務研究所 08年調査
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職場レクはコミュニケーションの活性化に
効果があると思うか
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そう思う そう思わない どちらともいえない

72.6 9.0 18.5

企業，団体関係者 67.0 11.3 21.6

労 働 組 合 関 係 者 90.5 1.4 8.1

研 究 者 ・ そ の 他 82.6 4.3 13.0

500人未満 60.9 8.7 30.4

500～999人 72.4 10.3 17.2

1,000～2,999人 74.3 7.3 18.3

3,000人以上 73.3 10.5 16.3

男　　　性 74.7 8.4 16.8

女　　　性 64.7 10.3 25.0

20～39歳 79.6 6.1 14.3

40～59歳 70.4 9.9 19.7

60歳以上 46.2 15.4 38.5

500人未満 59.0 10.3 30.8

500～999人 63.6 13.6 22.7
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男　　　性 68.8 11.0 20.2
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60歳以上 42.9 14.3 42.9
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社員旅行に行きたいか
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行きたい

行きたくないが行事なので行く

行きたくない

その他

JTB「社員旅行に関する調査（08年）」



レク活動の５年前と比べた現在（07年）の
運営状況

80

① 制度あり 拡充施設 変化なし 縮小

計 34.6 14.4 82.2 3.4 

1,000人以上 63.2 12.8 79.4 7.8 

100～999 46.6 13.6 83.3 3.1 

30～99 28.8 15.1 81.7 3.2 

鉱業 38.0 3.3 88.3 8.4 

建設業 22.5 21.9 74.3 3.8 

製造業 40.0 11.6 84.5 4.0 

電気・ガス・水道 58.2 11.5 76.1 12.5 

情報通信 71.2 15.2 80.6 4.1 

運輸業 24.8 14.7 83.8 1.5 

卸売・小売り 32.9 16.6 81.5 1.9 

金融・保険 48.1 18.7 72.9 8.5 

不動産業 29.1 12.7 86.5 0.8 

飲食・宿泊 25.3 16.7 81.9 1.4 

医療・福祉 22.7 13.1 85.9 1.0 

教育・学習支援 33.1 12.4 84.1 3.4 

サービス 32.1 14.6 81.4 4.0 

厚生労働省「就労条件総合調査」（07年），制度あり・なし＝100



文化レク活動支援の実施率は1,000人以上
企業で63％
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34.6 
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43.8 

63.2 

平均

30～99

100～299

1,000人以上

（％）

厚労省「就労条件総合調査」（07年）



Ⅲ 福利厚生の動向
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク
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女性の望む福利厚生制度

株式会社イー・ウーマン
調査実施：2004年3月11日～3月16日
有効回答数：636名
対象：ewomanリーダーズ
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26.6%
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36.5%
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48.9%

45.6%

38.3%

38.3%
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13.1%
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7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

社員食堂

託児所・託児サービス

カルチャースクールなど趣味に関する講座

介護サポート・サービス

チケットサービス

ケアハウス・リラクゼーション施設などの割引

社員旅行

ツアー・チケット（旅行関連）手配や割引

社員や家族向けのイベント

看護・介護休暇制度

スキルアップのための教育支援サービス

スポーツ施設・レジャー施設の割引

保養所・保養施設の利用

国内外宿泊施設（社有以外）利用・割引

健康診断・人間ドックなどの疾病予防制度

年１回以上利用

使いたいが提供なし

あるが使わない

ギャップの表出
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男女間での
ニーズギャップ

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

育児補助・ベビーシッター補助

育児休暇・短時間勤務制度（法定への上積み）

託児所・保育施設（借り上げ含む）

カフェテリアプラン

看護・介護休職（休暇）制度

リフレッシュ等のための長期休暇

公的資格取得支援・通信教育支援

社員食堂等の給食施設

年１回以上の長期休暇制度

自社所有の社宅・独身寮等

余暇施設（契約型）

大学・企業への留学制度

健康診断（法定への上積み）

余暇施設（自社所有）

介護ヘルパー派遣（費用補助含む）

財産形成援助制度

慶弔・災害見舞金

メンタルヘルス

マネープランニング講座

住宅手当、家賃補助

レクリエーション活動支援

借り上げ住宅・独身寮

長期所得補償

ライフプランニング

死亡退職金・弔慰金制度

生活習慣病検診

退職準備教育制度

人間ドックの会社補助

従業員持株制度

遺族年金・遺児年金

ストック・オプション

持家支援の社内融資制度

男女の回答率較差
（拡充・新規導入希望（％））

女性優先

男性優先

ギャップの表出
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Ⅲ 福利厚生の動向
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク
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非正社員と正社員との利用格差

正規 非正規 格差 正規 非正規 格差

1 財産形成援助制度 51.8 10.3 41.5 財産形成援助制度 27.8 2.3 25.5

2 慶弔・災害見舞金 73.4 32.0 41.4 住宅手当、家賃補助 27.2 3.3 23.9

3 死亡退職金・弔慰金制度 46.9 10.0 36.9 健康診断（法定への上積み） 52.1 33.3 18.8

4 住宅手当、家賃補助 43.4 6.7 36.7 慶弔・災害見舞金 29.1 12.3 16.8

5 健康診断（法定への上積み） 69.6 45.7 23.9 余暇施設（契約型） 19.4 3.7 15.7

6 従業員持株制度 24.9 1.7 23.2 従業員持株制度 12.4 0.3 12.1

7 余暇施設（契約型） 36.3 14.0 22.3 生活習慣病検診 19.9 8.7 11.2

8 公的資格取得支援・通信教育支援 24.8 4.0 20.8 余暇施設（自社所有） 14.9 4.3 10.6

9 生活習慣病検診 35.5 16.7 18.8 公的資格取得支援・通信教育支援 12.3 1.7 10.6

10 人間ドックの会社補助 30.1 12.3 17.8 年１回以上の長期休暇制度 19.3 8.7 10.6

順位
現在利用可能な制度 各制度の利用経験率
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余暇施設（契約型）

従業員持株制度

生活習慣病検診

余暇施設（自社所有）

公的資格取得支援・通信教育支援

年１回以上の長期休暇制度

正規

非正規

格 差
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改正パートタイム労働法における均衡待遇の確保

 
職務関連賃金 左以外の賃金

・基本給 ・退職金

・賞与 ・家族手当

職　務
（仕事の内容及び責任）

人材活用の仕組み
（人事異動の有無及び範

囲）

契約期間 ・役付手当等 ・通勤手当等

同じ 全雇用期間を通じ
て同じ

無期あるいは反
復更新により無

期と同じ

同じ 一定期間は同じ －

同じ 異なる －

異なる 異なる －
◎・・・短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止　　　　

△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務

○・・・実施義務・配慮義務

□・・・同一の方法で決定する努力義務　　　　　　

△○ －

職務も異なる者
△ － △ △○ －

職務が同じ者
△ － ○

◎◎ ◎

職務と人材活用の仕組みが同じ者
□ － ○ △○ －

同視すべき者

◎ ◎ ◎

賃　金 教育訓練福利厚生
職務遂行に
必要な能力
を付与する
もの

左以外のも
の（ステッ
プアップを
目的とする
もの）

健康の保持
又は業務の
円滑な遂行
に資する施
設の利用

左以外のも
の（慶弔見
舞金の支
給、社宅の
貸与等）

短時間労働者の態様

（通常の労働者と比較）

格 差

87厚生労働省資料より



Ⅲ 福利厚生の動向
１ 福利厚生制度の理念・目的、労使のニーズの乖離

２ 労使の信頼関係の後退、希薄化する職場のコミュニ
ケーション、レクリエーションに復活の兆し

３ 女性の望む福利厚生、男女間のギャップ

４ 非正規社員のロイヤリティ維持、品質維持・事故防止

５ メンタル疾患と労災、代表訴訟リスク
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心の病の増加傾向
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メンタル疾患による３０日以上休業者

「企業における長期休業者に関する実態調査 2008年度」 （株）アドバンテッジ リスク マネジメント

環境変化
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「心の病」で労災 268人
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週60時間以上就業者の割合
（従業者・非農林業）男性
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週60時間以上の労働者の比率
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カフェテリアプランの動向①

日本経団連 「福利厚生費調査」より作成 ２００６年度実態

 標本数
全体 637 68 10.68

５００人未満 154 2 1.30
５００－９９９人 93 4 4.30

１０００－２９９９人 206 14 6.80
３０００－４９９９人 70 11 15.71

５０００人以上 114 37 32.46

導入社数 導入率（％）

4.3

6.4

7.9

10.1
10.79.0

11.5 11.3
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現状と変化
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カフェテリアプランの導入実態

カフェテリアプラン導入社数 30 46 52 65.0 68.0
導入率（％） 4.3 6.4 7.9 10.1 10.7

調査社数 700 - 714 - 661 - 645 637
法定外福利厚生費（月額：円） 32635 30189 34359 35014 36212

導入企業の法定外費用指数
＊ 116 108 122 124 128

消化ポイント費用（月額：円） 2948 3485 3894 3526 3833
対法定外福利厚生費（％） 9.0 11.5 11.3 10.1 10.6

消化ポイント内訳（月額：円） 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

住宅関連 108 3.7 315 9.0 381 9.8 308 8.7 246 6.4
住宅・社宅・寮入居補助 83 2.8 58 1.7 132 3.4 171 4.8 116 3.0

持家補助 25 0.8 256 7.3 249 6.4 137 3.9 130 3.4
ヘルスケア 20 0.7 30 0.9 20 0.5 29 0.8 39 1.0
ライフサポート 1991 67.5 2275 65.3 2567 65.9 2352 66.7 2893 75.5

給食 951 32.3 790 22.7 637 16.4 582 16.5 572 14.9
購買 157 5.3 237 6.8 276 7.1 252 7.1 256 6.7
被服 16 0.5 11 0.3 7 0.2 15 0.4 13 0.3
保険 184 6.2 308 8.8 302 7.8 283 8.0 274 7.1
介護 84 2.8 102 2.9 89 2.3 81 2.3 70 1.8
育児 139 4.7 210 6.0 205 5.3 198 5.6 204 5.3

ファミリーサポート 5 0.2 54 1.5 47 1.2 74 2.1 47 1.2
財産形成 436 14.8 511 14.7 967 24.8 839 23.8 911 23.8

通勤費補助 2 0.1 7 0.2 4 0.1 8 0.2 5 0.1
その他 17 0.6 45 1.3 35 0.9 21 0.6 41 1.1

文化・体育・レク 696 23.6 824 23.6 857 22.0 741 21.0 880 23.0
その他 134 4.5 41 1.2 69 1.8 88 2.5 71 1.9

福利厚生代行導入率（推定値）
＊＊ 48.4 68.2 73.8 69.2 75.6

日本経団連　『福利厚生費調査』より作成　

＊：ＣＰ導入企業と全企業平均との対比指数

**：代行費用を従業員１人当たり月額500円と仮定し、代行費用平均額より試算

2006200420032002 2005

現状と変化
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カフェテリアプラン
の動向

2003 2004 2005
運営方式採用率（％）

自社独自運営 30.5 28.4 20.8
福利厚生別会社 11.7
アウトソーシング 62.3

別会社とアウトソーシング併用 - 5.2
選択メニュー数 22.0 22.4 22.9

　　構成比（％）　　　　　　　　　　　　９メニュー以下 3.7 3.1 3.9
　１０－１９ 42.6 34.4 32.5

２０－２９ 37.0 45.3 42.9
３０－３９ 11.1 14.1 14.3
４０以上 5.6 3.1 6.5

年間補助配分額（年間予算額：円） 56,456 55,700 55,448
構成比（％）　　　　　　　　　　　　　1万-３万未満 15.5 13.4 10.4

３万-５万未満 31.0 35.3 37.7
５万－７万未満 24.1 17.9 22.1

７万以上 29.3 34.3 29.9
参考：日本経団連調査の法定外総額（年間：円） 335,496 339,192 -

比率：％ 16.8 16.4
ポイント消化率（％） 69.1 87.8 73.9

単純平均消化額（年間：円） 39,011 48,905 40,976
ポイント配分方式採用率（％） （％）

全員一律同額 71.2 71.6 57.1
一律配分 + 加算（家族数、勤続年数） 16.0 9.0 9.1

資格・身分・職階・成果評価等 11.9 19.4 24.7
未消化ポイント処理方式採用率（％） （％）

単年度精算（繰越不可） 69.5 67.2 61.0
次年度以降への繰越可能 26.0

積立方式 13.0

69.5
71.6

30.5 32.8
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第２回総務省人事・恩給局「福利厚生施策の在り方に関する研究会」(2009/7/9)資料 
 

平成 21 年 7 月 4 日 
川上憲人（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 
１．問題の所在 

国家公務員の精神障害、ストレス性疾患などのメンタルヘルス不調は、職員の作業効率の低下、休業・

退職・自殺死亡などによる有能な人材の損失など職員の能率の低下に大きな影響を与えている。 
またメンタルヘルス不調は職員の生活の質の低下にも影響する重要な課題であり、また国家公務員と

しての能率の維持のために自ら心の健康の増進に取り組む必要がある。 
国家公務員のメンタルヘルス不調は近年増加しつつあることがいくつかのデータから推測され、緊急

に対策が必要である。1000 人以上規模の民間企業事業場では、96％以上の事業場が心の健康対策（メ

ンタルヘルスケア）を実施しており、その内容も、体制およぶ計画の策定から職場環境等の評価と改善

まで多様である（表１）。国家公務員においても、これと同等の職員のメンタルヘルス対策が実施され

ることが望まれる。 
 また国家公務員の能率は、精神障害やストレス性疾患のみならず、職員が活き活きと前向きに職務に

取り組む、いわゆるポジティブな仕事への関わりを推進することによっても達成される。このため職員

のポジティブな仕事への関わりを増進する施策が必要である。 
 

表１ 民間企業における心の健康対策の取り組み状況（2007 年） 

 
出典：厚生労働省大臣官房統計情報部．平成１９年労働者健康状況調査の概要, 2008 年 10 月 10 日 
 
２．福利厚生としての国家公務員のメンタルヘルス対策の策定にあたって 
 国家公務員のメンタルヘルス対策のあり方の策定にあたっては、下記のような項目を参考に策定され

ることが望ましい。 
• 労働安全衛生法およびこれに関連した指針、ガイドライン、人事院からの指針、ガイドライン等 
• 民間企業などで実施され一定の成果をあげた実績のある方策 
• 科学的根拠の明確な方策 

資料２ 
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• 各省庁からの好事例に基づく方策 
 
職員のメンタルヘルス不調には、気分障害（大うつ病性障害、双極性障害など）、アルコール依存症、

統合失調症、適応障害など様々な病態がある。個別事例への対応においては、その特徴を十分に考慮し

た対応を行うことが望ましい。しかし、組織的なメンタルヘルス対策としては共通する部分が多い。ま

た今日の職場では大うつ病性障害およびうつ状態を呈する疾患が７割以上を占めるため、これらの疾患

を標的とした対策を優先することが効果的である。従って、組織的なメンタルヘルス対策は大うつ病性

障害を中心とした共通プログラムとして実施し、この中で管理監督者教育、復職プログラム担当の保健

医療職の教育時など必要時に個別疾患への対応上の注意を取り入れることが効果的である。 
 
３．国家公務員のメンタルヘルス対策の効果的な推進方策 
１）最も効果的と思われる方策 

国家公務員のメンタルヘルス不調の現状に関する情報を確認しておらず、また詳細な分析を行ってい

ない段階で国家公務員のメンタルヘルス対策の効果的な推進方策に関して意見を述べることには困難

がある。しかし民間企業での経験から一般的に最も効果的と思われる方策をあげると、以下のようにな

る。 
（１）メンタルヘルス不調の予防 
• 省庁ごとの心の健康づくりの方針表明と心の健康づくり計画の策定の徹底 
• 全管理職への研修の徹底 
• 外部のメンタルヘルスサービス専門機関(EAP など)の利用の推進 

（２）メンタルヘルス不調への事後対応 
• 外部のメンタルヘルスサービス専門機関(EAP など)の利用の推進 
• 省庁ごとの復職プログラム（一般的な復職ルールと手順）の作成の徹底 
• 復職プログラムの運用を支援する専門的人材の確保（現有保健医療スタッフの教育あるいは専門

スタッフの採用） 
 以下、個別の対策の推進方策においても重要な対策は◎あるいは○で示すことにする。 
 
２）各対策の推進方策 
（１）心の健康づくりの方針表明と計画 

心の健康づくりの方針表明と計画づくりは、メンタルヘルス対策の基本であり、これが各省庁で十分

に徹底される必要がある。 
• 省庁ごとの心の健康づくりの方針表明（◎重要） 
• 省庁ごとの心の健康づくり計画の策定の徹底（◎重要） 
• 支所も含めた事業場ごとの心の健康づくり計画の策定の徹底 

 
（２）管理職のメンタルヘルス対応能力向上研修 
全管理職に対して、部下および自身のメンタルヘルスへの対応能力を向上する研修を提供することは、

メンタルヘルス対策の第一歩である。 
• 全管理職への研修の徹底（◎重要） 
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• 新任管理職の研修 
※管理職の定義は、省庁ごとに事情を勘案して「心の健康づくり計画」の中で定めておくことが望ま

れるが、実効性をあげるためには部下を持つ全ての階層の管理職を対象とすることが望ましい。 
 
（３）職場内・外の相談先の設置と職員に対する周知・徹底 
職場内外に、職員がメンタルヘルスその他に関して相談できる場所・人の設置と、これを職員に周知・

徹底することが重要である。省庁内の相談窓口を充実することも考えられるが、職員が自らのプライバ

シーを保ち、安心して相談できるために、外部のメンタルヘルスサービス専門機関(EAP など)の利用の

推進も考えられる。 
• 内部の相談先の設置と職員に対する周知・徹底 
• 出先機関の相談先についての特段の配慮 
• 外部のメンタルヘルスサービス専門機関(EAP など)の利用の推進（○要検討） 
• メンタルヘルス相談における国家公務員の守秘義務の緩和措置（○要検討） 

 
（４）メンタルヘルス不調の早期発見 
 メンタルヘルス不調の早期発見を目的として、以下のような対策が実施されることも検討されるべき

である。 
• 管理監督者による早期相談と相談（◎重要） 
• ストレスチェックの実施と早期発見 

 
（５）復職の支援 

メンタルヘルス不調により休業した職員を円滑に職場復帰させ、その回復を支援することも重要な課

題である。このための方策として以下のような活動があげられる。 
• 省庁ごとの復職プログラム（一般的な復職ルールと手順）の作成の徹底（◎重要） 
• 復職プログラムの運用を支援する専門的人材の確保（現有保健医療スタッフの教育あるいは専門

スタッフの採用）（◎重要） 
• 試し出勤（休業中の試験的出勤）、出勤後の業務軽減の制度化 
• 国家公務員向けリワークプログラムの検討（総務省で担当） 
• メンタルヘルス不調により休業中の職員への相談サービスの提供 

 ※身体疾患による休業者とのバランスについては要検討である。 
 
（６）職員のストレスマネジメントの支援 

心の健康を守ることは、職員の責務であることを明確化し、そのためのストレスマネジメント教育

研修を職員に提供することも効果的な対策である。 
• ストレスマネジメントの研修あるいは情報提供 

 認知行動的技法によるストレスマネジメントに関する情報提供 
 冊子、ＨＰ、集合研修、e-ラーニング 
 新入職員研修の実施 

• 職員の身体活動（運動）の推進 
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• 休養・休暇制度の改善 
•  ワーク・ライフバランスの支援制度の推進（子育て、介護） 

 
（７）職場のストレス対策の推進 
 職員のメンタルヘルス不調は、個人の問題だけでなく、組織の特性、仕事の与え方、職場でのコミュ

ニケーションなどの職場の組織要因によっても影響を受ける。職場単位でストレスを評価し、その改善

を行う職場環境等の評価と対策の推進は労働者のメンタルヘルス対策の柱の１つである。このためのモ

デル事例、ツールの提供などはこの対策を推進する上で効果的である。 
•  職場ごとのストレス調査によるストレス要因のモニタリング 
•  自主的職場環境改善の推進によるストレス改善 
•  長時間労働対策 

 
（８）国家公務員のメンタルヘルスに関する意識・啓発の推進 
 各省庁において職員に対しメンタルヘルスに関する意識・啓発の推進を行うことは、全ての対策の基

本となる。 
• 広報誌（電子メール誌）への掲載 
• 情報提供 
• 啓発研修会の開催 

 
（９）仕事へのポジティブな関わり（ワークエンゲイジメント）の推進 
 職務への積極的な関わりと、仕事の喜び・楽しみの増大、能率の向上をはかるために、仕事へのポジ

ティブな関わり（ワークエンゲイジメント）を推進する対策が、新しいメンタルヘルス対策として注目

されている。民間企業でもすでに導入例がみられる（グラクロスミスクライン社等）。精神障害やスト

レスなどネガティブな側面ではなく、ポジティブな側面に焦点をあてた以下のような対策を実施するこ

とで、職員のメンタルヘルス不調の予防と職員の満足度、能率の向上の双方の効果が得られると期待さ

れる。 
• 職場ごとのワークエンゲイジメントの調査 
• 省庁ごとのワークエンゲイジメント向上のための組織要因の見直し 
• ワークエンゲイジメント向上のための職員向け研修 

 
（１０）中央（総務省）機能の拡充 
 各省庁では、専門的人材、知識、技術の不足のため、十分にメンタルヘルス対策を推進できていない

場合もある。総務省内にメンタルヘルス対策の推進を技術的に支援するグループないし担当者をおき、

各省庁のメンタルヘルス対策を推進することが考えられる。 
• 各省庁のメンタルヘルス対策推進支援のための中央部門の設置、専門職の採用 
• 各省庁の先進事例、好事例の収集と、各省庁への情報提供 
• メンタルヘルス活動のための方法、ツール、助言の提供 
• 各省庁のメンタルヘルス対策の実施状況の評価と改善勧告 
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（１１）国家公務員のメンタルヘルスに関する研究の推進 
国家公務員のメンタルヘルスには、民間企業の労働者とは異なる特徴があり、またこのことにより特

別な対策が必要になる場合もあると考えられる。しかしながらこの点に関する研究は十分に実施されて

いない。対策の実施と平行して、国家公務員のメンタルヘルスに関する研究の推進が望まれる。 
• 国家公務員のメンタルヘルス不調の関連要因の研究 
• 国家公務員のメンタルヘルス不調の早期発見手法の研究 
• 国家公務員の職場復帰支援方策の研究 
• 諸外国の国家公務員のメンタルヘルス対策の実態 
 

 
資料１ 民間企業における労働者のメンタルヘルス対策の事例 
 
好事例１ 鉄鋼メーカーにおけるメンタルヘルス対策の推進 
 過去１０年間に１３件の自殺が発生している事業場（従業員約１万人）。職場のメンタルヘルスのト

レーニングを受けた心理専門職が着任し、主任、係長以上の全管理職にメンタルヘルスに関する教育研

修を実施し、また健康管理室でメンタルヘルス相談を行ったところ、その後５年間を経ているが１件の

自殺事例もみられていない。 
 
好事例２ 電機メーカーにおけるメンタルヘルス対策の事例 
 ある電機メーカーでは、管理監督者の教育、産業医・看護職に対するうつ病の構造化面接の訓練、各

地方事業場における質のよい精神科医療機関の確保を行ったところ、全社５万人における自殺の発生が

ゼロとなった。現在は電機メーカーから分社化した外部メンタルヘルスサービス機関と契約し、事業場

外からの EAP サービスを従業員に提供している。 
 
好事例３ 電機メーカーにおける職場環境改善を通じたストレス対策 
 ある電機メーカーの一事業場では、職場ごとの仕事のストレスを調査し、集計して、統計結果を管理

監督者に産業保健スタッフが説明の上、改善について相談を行っている。年々、高ストレスと判定され

る職場が減少している。 
 
問題事例１ 
 ある事業場では、うつ病の者を発見するために、ストレスチェックを実施することになったが、個々

人がどんな内容を記載したか人事労務が見たいと強力に申し入れをしてきたため、産業保健スタッフ

（産業医）と人事労務部長との間に緊張関係が続いている。またこの話がうわさとなり、従業員はスト

レスチェックに正確な回答をしないようにしようと話し合っている。 
 
問題事例２ 
 ある事業場では、メンタルヘルス不調により休業した者の情報が健康管理室に連絡されないため、産

業保健スタッフが休業者と休業中に連絡し、相談や指導をすることができない。また休業したこともわ

からないので、復職前に産業保健スタッフが本人と面談することもできない。このため、休業期間が長
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くなりがちであり、また復職してもすぐに再休業する者が多い。 
 
 
資料２ 民間企業における復職の状況及び再発生状況 
 
 一般に、企業における精神疾患を持つ労働者の予後は、良好であるといわれる。躁うつ病の在職者 85
名中、「多少問題はあるが勤務状態ほぼ良好」以上の適応水準の者は 71 名（84％）であった（春原, 1981）。
社内にメンタルヘルスサービスを持たない企業において、職場復帰後１～８年の大うつ病者（DSM-Ⅲ）

60 名の適応状態（DSM-Ⅲ第Ⅴ軸）を調査した結果でも 49 名（82％）が「良好」以上であった。勤労

者におけるうつ病者の適応が比較的良好であることが推測される。またこれらの報告におけるうつ病者

の自殺率はいずれも約２％であった（春原, 1981; 川上ら, 1987c）。しかし感情障害（ICD9）89 名の最

大 20 年にわたる経過を観察した報告では、５名（６％）が自殺死亡していた（中村, 1990）。 
 最近の報告では、厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）「うつ病を中心としたこ

ころの健康障害をもつ労働者の職場復帰および職場適応支援方策に関する研究」平成 14 年度～16 年度 

総合研究報告書による調査では、389 事業場（回収率は 18.6%）における事業場規模別の疾病休業者率

は、300 人未満の事業場では 0.79%、300～999 人の事業場では 0.54%、1000 人以上の事業場では 0.37%
であった。この研究の中で 10 の企業において過去３年間に精神障害により 1 か月間以上疾病休業した

労働者の経過を調査している。その内訳は気分障害 94 例（87.3％）、統合失調症 7 例（6.5％）、神経症

性障害 7 例（6.5％）であった。復職後の経過（復職後 6 ヶ月間）については、「順調に職場適応してい

る」例が 80 例（57.1％）であった。特に適応群（直近の復職後６か月以上が経過しており、職場適応

状況（業務遂行能力および対人関係）が適応と考えられる対象者）に含まれる者は 35 例（32.4％）で

あった。一方、不適応群（既往に１か月以上の病欠を繰り返しており、今回の病欠期間が６か月間を超

えている対象者もしくは経過中に退職した対象者）は 19 例（17.6％）（この中で退職は 5 例）であった。 
また通信系 N 社の経過調査では、44 名のうち、「復職可」と判定されたものが 28 名（64％）、「復職

不可」と判定されたものが 16 名（36％）であった。復職後の脱落（再休業または退職）は３例が復職

後３ヶ月以内、１例が６ヶ月以内、１例が１年以内に生じていた。復職後１年を経過した時点での就労

継続率は 82％と高かった。就労継続期間の推定は、1409 日（3.9 年）であった。 
 
文献： 
春原千秋（1981）．職場におけるうつ病の実 態とその対策．職場の精神健康管理の実際  （小沼十寸

穂編）, pp.151-161. 労働科学  研究所, 川崎． 
藤井久和(1988)．職場と精神障害．現代労働 衛生ハンドブック, pp.1285-1287. 労働科 学研究所, 川
崎．川上憲人，小泉 明，樫村博康（1987）．職  場におけるうつ病者の経過と予後．産業医 学 29: 
375-383. 
中村 豊（1992）．職場の精神障害者に対す る精神保健活動．第２部 精神障害者の経 過の追跡と

転帰．産業医学 32, 336-365. 
 
 



メンタルヘルスに関する取組 

 

 

１ 総務省（人事・恩給局） 

 (1)「各府省カウンセラー講習会」の開催（別紙１） 

     対象：各府省等に配置されているカウンセラー及びカウンセリング事務担当

者（各ブロック概ね５０名） 

 

(2)「管理監督者のためのメンタルヘルスセミナー」（平成 18年～）（別紙１） 

  対象：各府省の管理監督者（各ブロック概ね５０名） 

 

(3)メンタルヘルス・シート（心の健康の自己チェック）の作成・配布（別紙２） 

 

 

２ 各府省 

  国家公務員福利厚生基本計画に基づき個々に実施（別紙３） 

 

 

３ 人事院 

(1)「こころの健康相談室」の設置（各府省職員・家族・上司・同僚） 

 

 (2)「心の健康のための早期対応と円滑な職場復帰」等のマニュアルを作成し, 

各府省が利用できるようＨＰ掲載 

 

 (3)心の健康づくり対策の中核となる者や相談員を養成するための講習会、講座 

の開催。 

 

 

 

 

 

資料 ３ 

















福利厚生基本計画の推進状況（健康保持増進対策③）
別
紙
３

１．健康保持増進対策

②職場不適応の予防及び早期発見

（３）心の健康づくり

①心の健康に関する理解と知識の普及

45.4

84.3

44.5

80.7

36.0

74.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

講演会、映画会等の開催

冊子等の配布・回覧

H19
H18
H17

17.3

45.2

52.7

73.9

34.0

14.0

52.8

57.9

78.1

41.9

23.5

57.9

60.6

78.3

0 20 40 60 80 100

専門機関の利用促進

共同利用できる施設等

の相談体制の検討

メンタルヘルスシートの配布

専門医・カウンセラー

等による相談の実施

管理者に対する意識の徹底

H19
H18
H17

③円滑な職場復帰の支援と再発防止

9.3

16.6

21.0

14.4

18.7

25.6

0 20 40 60 80 100

円滑な職場復帰と支援と再発防止

（その他）

受入方針の見直し

受入方針の作成

H19
H18
H17

④体系的な教育

23.2

29.9

31.6

12.7

24.4

29.5

33.6

17.6

0 20 40 60 80 100

実施対象（職種・地位等）

冊子等の配布・回覧

研修の実施

研修カリキュラムの作成

H19
H18
H17



福利厚生基本計画の推進状況（その他福利厚生施策推進に当たっての重要事項①）

４．生活のゆとりの向上

（１）カウンセリング制度の推進

①カウンセリング制度の充実及び利用促進

（２）職員の生活設計の支援

②カウンセラー等の資質の向上

③カウンセリングに関する理解と知識の普及

財産形成制度の利用促進（１８年度廃止項目）
①生涯生活設計の普及

11.5

69.0

40.1

60.9

19.4

62.9

41.8

52.8

27.2

59.1

39.4

48.2

0 20 40 60 80 100

相談体制の在り方の検討

共同利用できる施設等

の相談体制の検討

カウンセリング制度の周知

カウンセリング内容の充実

カウンセリング制度の実施

H19
H18
H17

6.2

22.5

12.1

19.9

10.7

21.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

カウンセラー等による事例

研究、勉強会等の実施

カウンセラー等を対象とし

た講習会等開催又は講習

会への職員の派遣

H19
H18
H17

27.1

40.3

27.5

17.9

34.3

24.2

21.3

25.7

20.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

管理者研修における

カウンセリング研修の実施

カウンセリングに関する冊子等の配布

職員を対象とした講習会等の開催

H19
H18
H17

62.3

88.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

財形持家・分譲融資制度の利用促進

財形貯蓄制度の利用促進

H19
H18
H17

34.0

42.9

29.1

30.9

42.5

32.9

28.6

37.6

29.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

職員の相互啓発の機会の提供

生活設計に関する冊子等の配布

生活設計に関する講習会等の開催

H19
H18
H17



（助言・指導）

　

健康管理医

（健康管理医として依嘱）

こころの健康にかかる職場復帰相談室
（イメージ）

※①依嘱等の手続は人事院を通じて行う。
　 ②依嘱に伴う経費の負担は発生しない。

各府省
（「人事院規則10-4（職員の保健及び安全保持）の運用につい

て」別表第１の組織区分単位）（健康管理医を置く単位）

こころの健康にかかる職場復帰相談室
（精神科医等の専門スタッフ）

（全国１０箇所）
人事院

別
紙

４



 

今後の検討事項（案） 

 

 ・６月５日（金）（第１回） 

(1) 座長、座長代理の選任 

(2) 運営要領の決定 

(3) 国家公務員の福利厚生施策の現状説明 

(4) 今後の研究会の進め方、開催日の決定方法等について 

 

 ・７月９日（木）（第２回） 

(1) 第１回研究会の検討結果の確認 

(2) 民間における福利厚生の動向について（プレゼンテーション） 

(3) 国家公務員のメンタルヘルス施策の在り方等（既存施策の評価・提言） 

(4) 今後の検討事項について 

 

 ・９月（第３回） 

(1) 第２回研究会の検討結果の確認 

(2)① 福利厚生施策の理念・目的について 

② 理念・目的を実現する上での課題及びその原因、克服方策について 

③ 人事・恩給局が展開すべき施策の方向性について 

 

   ・10 月（第４回） 

(1) 第３回研究会の検討結果の確認 

(2) 民間におけるレクリエーションの取組動向（プレゼンテーション） 

(3) ワーク・ライフ・バランスにおける福利厚生施策について（仮題）（プレゼンテーション） 

 

   ・11 月（第５回） 

(1) 第４回研究会の検討結果の確認 

(2) 全体総括及び最終報告書（構成、骨子） 

 

   ・12 月(第６回) 

(1) 第５回研究会の検討結果の確認 

(2) 最終報告書（案）の検討 

 

   ・３月（第７回）（必要に応じて開催・・・別途調整） 

(1) 最終報告書のとりまとめ 
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